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現 場 説 明 書            静岡県立総合病院 

説明日時 

説明会場 
現場説明会は開催いたしません。 

工事名 平成 28 年度静岡県立総合病院 既存不適格排煙改修工事 

工事箇所 静岡市葵区北安東 地内 

工事概要等 ・１階の放射線部門廊下に、随時閉鎖式煙感知器連動不燃扉を設置。（２ヶ所） 

・１階の外来中待合～処置室に防煙垂れ壁取り付け。 

・２階の検査部門廊下に随時閉鎖式煙感知器連動不燃扉を設置。 

・２階の採血室に随時閉鎖式煙感知器連動不燃シャッターを設置。 

・３階の中央廊下（北側）に機械排煙設備を設置。 

・３階の中央廊下（南側）に随時閉鎖式煙感知器連動不燃扉を設置。 

・４階の中央廊下（南側）に随時閉鎖式煙感知器連動不燃扉を設置。 

・５階の中央廊下（南側）に随時閉鎖式煙感知器連動不燃扉を設置。 

 

工期 平成 29 年６月 30 日（金）まで 

入札 入札書等を入札場所に提出することにより執行する。 

契約 

 

契約書の締結は落札決定日から７日以内とする。 

契約に必要な書類 

 ・契約書２部（注文者、請負者） 

工程表等の

提出 

 

請負者は、契約締結後 10 日以内に次の書類を作成し監督員を通じ、それぞれ提出す

ること。 

１ 工程表       （２部） 

２ 請負代金内訳書   （１部） 

３ 主任技術者等通知書 （２部） 

４ 主任技術者等の略歴書（２部） 

工事工程月

報 

請負者は、工期が１ヶ月を超える工事について、月末における工事の進捗状況を毎月

月末までに監督員を通じて報告する。（２部） 

現場作業の

着手 

契約締結後速やかに、実施工程、現場組織、安全管理及び仮設計画等を含めた総合施

工計画書を監督員へ提出し、監督員の承諾を得たのち着手すること。 

支払関係 

 

１ 前払金 

(1) 前払金は請求代金額の 10 分の４以内の額（万円未満切り捨て）とする。 

(2) 前払金の総額は(1)に示すとおりとし、各年度毎に分割して支払う。各年度毎

における前払金の支払額は、前払金の総額に、請負代金額に対する当該年度の支

払限度額の割合を乗じた額とする。  

(3) 前払金を受けようとするときは、各年度末（最終年度は工事完成期日）を保障

期限とした公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社（以

下「保証会社」という。）の発行する保証証書を発注者に寄託すること。 

 

２ 中間前払金 

(1) 中間前払金は前払金に追加して、請負代金額の 10 分の２以内の額（万円未満

切捨て）とする。 

(2) 中間前払金を受けようとするときは、前払金の支払を受けた後、当該前払い金

に追加して行う中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に

寄託すること。 

(3) 中間前払の条件は、当該年度の工事実施期間の２分の１を経過し、かつ、工程

表によりその時期までに実施すべきものとされている当該年度の建設工事に係る

作業が行われており、既に行われた当該年度の建設工事に係る作業に要する経費

が請負代金額の年割額の２分の１以上の額に相当するものであることについての

認定を受けたものとする。 

 

３ 部分払 

(1) 部分払金の額は、出来形部分及び製造工場等にある特殊な工場製品に相応する

請負代金相応額（以下「出来形金額」という）の 10 分の９以内の額（万円未満

切り捨て）とする。前払金および中間前払金を受けたときは、出来形が現になさ

れた前払金及び中間前払金の請負代金額に対する割合に 10 分の１を加えた率に

達したときにかぎる。なお、２回目以降については前回までの部分払金を差し引

いた額とする。請求回数は入札公告に記載のとおり。 

  計算方法 

   部分払金の額＝Ａ－Ｂ 

 Ａ＝出来形金額×９／１０…万円未満切り捨て 
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 Ｂ＝出来形金額×（前払金額＋中間前払金額）／請負代金額…万円未満切り上げ 

 

４ 完成払 

 (1) 完成払は、建物の引渡し完了後請求できるものとする。 

 (2) 請負者は、完成写真、請求書を提出する。 

 

５ 支払の時期 

(1) 前 払 金     請求書受理後 14 日以内 

(2) 中間前払金     請求書受理後 14 日以内 

(3) 部 分 払     請求書受理後 14 日以内 

(4) 完 成 払     請求書受理後 40 日以内 

 

６ 年度毎の支払い限度額 

   平成 28 年度支払い限度額は ０円とし、残額は平成 29 年度に支払う。 

建設業退職

金共済制度

等の加入 

請負者は、建設業退職金共済制度等の証紙購入時に金融機関が発行する発注者用の

「掛金納入書」を、契約締結後 30 日以内に提出すること。 

火災保険等 請負者は工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）等を火災保険その他の保険に付

すること。なお保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく提示すること。 

変更契約 

 

１ 変更契約は、その必要が生じた都度書面をもって協議して行う。 

 ただし、軽微な変更の場合は、工事完了のときまでに行う。 

 

２ 提出書類 

・工期延長願 請負側に起因する場合は延長願を提出する。 

・変更契約書２部 

・変更工程表２部 

完成時の 

提出書類 

・完成届（２部） 

・完成写真（支払用 サービス版１部） 

引渡し時の 

提出書類等 

 

原則下記によるが、提出書類、部数等の詳細は監督員との協議による。 

・ 引渡書（３部） 

・ 工事関係書類（二式） 

・ 工事写真帳（１冊、完成写真付） 

・ 完成写真アルバム（１冊、キャビネタイプ） 

・ 完成図（原図サイズ図面二つ折り製本２部） 

・ 施工図（原図サイズ図面二つ折り製本２部） 

・ 保証書（１部） 

・ 各種検査合格証（２部） 

・ 各種試験成績表（２部） 

・ その他説明書（保守・使用に関する指導案内書等）（３部） 

・ 予備品（一式） 

・ 連絡表等、その他保守・使用に関して必要なもの 

・ 下記のデータを記録させたＣＤ－Ｒ（２部）、電子媒体納品書（紙）（３部） 

(1)工事工程表（変更工程表を含む） (2)主任技術者・現場代理人等通知書 

(3)完成図 (4)施工図 (5)完成写真 (6)工事写真 (7)工事工程月報（最終

分）(8)下請人通知書（最終分） (9)出来形確認請求書 

 

かし担保 

 

建築工事（鉄筋コンクリート造、鉄骨造他）２年間、木造又はこれに準ずる建築物及

び設備工事（電気、衛生、空調、昇降機、電話、自家発）１年間とする。 

下請関係 

 

(1) 下請人の通知 

1) 下請契約を締結したすべての工事について下請人の通知をすること。 

2) 下請契約の締結 

  下請契約書の写しを提出すること。 

(2) 施工体制台帳の整備 

1) 工事の一部を他の建設業者に請負わせる場合は、施工体制台帳を整備し、下請 

契約の総額が 3,000 万円以上 (建築一式工事のものは 4,500 万円以上) の場合 

は、その写しを提出すること｡ 

また、施工体制台帳を作成する場合は、二次以下の下請契約についても請負代金 

を明示した下請契約書の写しを添付すること。 

2）施工体系図は、請負者が再下請契約届出書に基づき作成するとともに工事関係 

者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。 
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(3) 建設退職共済組合への加入 

工事完成届の提出と同時に当該工事に係る退職金共済証紙の受払簿の写しを提出 

すること。 

材料及び製

造所等の報

告を求める

もの 

(1) 内装仕上げ材 (2) 内装下地材 (3)建具 (4)その他監督員の指示するもの 

 

 

材料検査簿

等 

請負者は、主要な工事材料で監督員の検査を受けたときは、材料検査簿にその状況を

記入し、監督員の検印を受けること。また、請負者は、これとは別にすべての工事材

料を確認し、材料確認簿（様式は任意）にその状況を記入し、確認印を押印するこ

と。 

その他の事

項 

１ 監督員事務所  無 

 

２ 請負者事務所は、病院敷地内に設置することができない。 

   

３ 請負者通勤用駐車場は、病院敷地内に設置することは、できない。 

 

４ 特に注意する安全対策等 

(1) 診療を継続しながらの工事施工となるため、施設管理者と協議を十分に行い、

施工計画を立てる。 

(2) 工事車両出入り（経路を含む。）については、施設利用者や一般交通、歩行者

等の支障とならないよう配慮し、安全には万全を期すこと。また、敷地内通路や

周辺道路等を汚損することがないようにする。 

(3) 交通誘導員を必要に応じ適切に配置する。 

(4) 別途発注工事の業者との連絡調整を密に行い、工事（別途発注工事等の関連工

事を含む。）に支障が生じないようにする。また、工事の安全（仮設物等の保全

を含む。）及び進捗に支障の無いようにする。 

(5) 総合図を作成し、監督員の承諾を得た後に施工する。 

  総合図は、建築平面図に、コンセント、弱電、照明スイッチ、給排水、空調コ

ントローラー等の位置をプロットする。 

(6) 工事による振動、騒音、粉塵、臭気の発生の抑制に努める。 

    振動、騒音、粉塵、臭気を発生させる工程がある場合は、事前協議を行う。施

工１週間前までに、詳細計画を発注者に提出する。 

(7) 作業時間を厳守する。原則として、作業時間は午前８時 30 分から午後５時まで

とする。なお、工事内容、工程等の理由から、これにより難い場合は、施設管理

者と協議し、了解を得る。 

  作業日は、土日又は祝日とする。  

(8) 本工事において発生する産業廃棄物については、廃棄物の分別収集、リサイク

ル、再利用、再使用、工場での製品加工、梱包材や養生材の簡素化等による廃棄

物減量化に配慮する。 

(9) 各種法令を遵守する。 

(10) 資材等の保管には、十分注意する。 

(11) 現場の内外を問わず、工事関係者によるタバコの吸殻、空き缶、空きペットボ

トル等の投げ捨てや放置は厳に慎む。また、本工事とは無関係であっても、清掃

等により現場周辺の美化に努める。 

 

５ 創意工夫の現場適用に積極的に取り組む。 

 

６ 官公庁申請資料等については、適切に行う。 

 

７ 受注者には設計 CAD データを貸与するので、参考にする。提出する CAD データの

形式は、SFX 形式及びアプリケーション CAD ソフトのオリジナル形式の両方とす

る。 

 


